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令和８年第３回教育委員会会議録 

■会議名 令和８年第３回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和８年３月３０日（月）午前１０時００分から午前１０時４０分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会 

  教育長          大塚  孝 

教育長職務代理者     新田 哲也 

委員           谷野 しづこ 

委員           竹林 正訓 

委員           德田 久子 

     事務局 

教育部長         柏原 憲一 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部理事        森田 綾子 

教育部学校教育課参事   黒木 謙太 

教育部教育課長      伊藤  真 

教育部教育課課長代理   石栗 健史 

■傍聴者数 １名 

■会議録署名委員 德田委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第９号 行事等報告について 

日程第２ 報告第10号 町立各学校行事について 

日程第３ 報告第11号 令和８年度町立小中学校の入学式について 

日程第４ 報告第12号 令和８年度忠岡町一般会計予算（教育関係）について 

日程第５ 報告第13号 令和８年第１回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係

事項について 

案件１ 令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第12号） 

について 

案件２ 令和８年度忠岡町一般会計補正予算（第１号） 

について 

日程第６ 報告第14号 忠岡町子ども読書活動推進計画策定委員会からの答申

について 

日程第７ 議案第５号 令和８年度忠岡町教育基本方針について 

日程第８ 議案第６号 令和８年度中学生チャレンジテストへの参加について 

 

その他 
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■会議の内容 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から令和８年第３回忠岡町教育委員会定例会を開催致します。 

本日は、出席委員定数に達しておりますので、委員会は成立しており

ます。 

次に議事に入ります前に、本日傍聴の申し出があります。 

傍聴を許可することとしてよろしいでしょうか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、傍聴される方の入室を許可することといたしま

す。 

 

     （ 傍聴者１名入室 ） 

 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教育

長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、德田委員にお願いいたします。 

次に教育長の報告をさせて頂きます。 

委員の皆様、年度末のお忙しい中、会議にご出席賜り感謝申し上げま

す。本日もよろしくお願いいたします。 

先日は小中学校の卒業式にご臨席いただき、ありがとうございまし

た。卒業生は立派だったと思いますし、卒業した児童生徒の今後がよ

りよいものとなるように努めていかなければならないと改めて感じ

ました。 

来週、４月早々には入学式がございますので、ご臨席いただきますよ

うお願いいたします。 

前回の委員会の後の、２月２７日に忠岡町のスポーツ特別表彰式が行

われました。ソフトボール、陸上、ダンス、ボクシング、テニス、サ

ッカーで全国大会出場など顕著な活躍がみられた９名の方に、町長か

ら表彰していただき、とても誇らしく感じました。今後益々、町民の

方が活躍して表彰される方がたくさん出てこられることを期待して

おります。 
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石栗課長代理 

 

大塚教育長 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、３月８日には忠岡マラソン大会が開催され、３００人を超

える方が選手として参加されました。前日は雨が少し降ったみたいで

すが、当日は何とか、開催できてとてもよかったと思います。元気な

忠岡の方々の姿を見られて、こちらも元気をいただいたところでござ

います。 

年度末ということで、私も就任から１年が経過いたしました。４月か

らの新年度も忠岡町の教育が発展するよう努力いたしますので、委員

の皆様、引き続きよろしくお願いいたします。今回も忌憚のないご意

見をいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第９号「行事等報告について」を議題と致します。事

務局担当者より趣旨説明をしてください。 

 

それでは議案書の３ページをお願いいたします。 

令和８年２月分の社会教育行事等についてご報告いたします。 

２月１日に、おもちゃの病院を、児童館にて実施しました。同じく２

月１日、第２６回堺・泉北よみかき交流会を、ふれあいホール、健康

講座室、機能訓練室にて実施しました。 

２月５日には、保健センターでの１歳７、８ヶ月健診にこられた方に、

ブックスタート事業ブックセカンドとして、１８名の方に絵本の配布

をいたしました。 

２月１２日には、保健センターでの乳幼児健診にこられた方に、ブッ

クスタート事業ブックファーストとして、６名の方に絵本の配布をい

たしました。同じく２月１２日に、スポーツ推進委員協議会定例会を

児童館で行いました。 

２月１３日に、ビブリオバトルを児童館にて行いました。同じく２月

１３日に、こども会育成者協議会定例会を児童館にて実施しました。 

２月１８日に、子育て親サロンを児童館にて開催しました。同じく２

月１８日に、スポーツ少年団指導者連絡協議会２月会議を児童館にて

実施しました。 

２月１９日に、体育協会２月会議を児童館にて行いました。 
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２１日に、泉北ブロックこども会オセロ大会を、ふれあいホール

で行いました。 

２月２７日に、令和７年度スポーツ特別表彰を、ふれあいホールにて

行いました。同じく２月２７日に、青少年指導員協議会定例会を、文

化会館地下にて開催いたしました。 

次ページ以降の事業報告及び各施設の利用状況等につきましては、後

程ご覧いただきますようよろしくお願いいたします。 

報告は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１・報告第９号「行事等報告につ

いて」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第２・報告第１０号「町立各学校行事について」を議題と致

します。事務局担当者より趣旨説明をしてください。 

 

小中学校の学校行事について、ご報告させていただきます。 

議案書の１７ページをお願いいたします。 

忠岡小学校でございます。 

６日、６年生を送る会、１８日、卒業式、１９日、給食終了、２４日、

修了式となっております。 

続きまして、１８ページをお願いいたします。 

東忠岡小学校でございます。 

１６日、送る会、１８日、卒業式、２４日、修了式となっております。 

続きまして１９ページをお願いいたします。 

中学校でございます。 

２日、特別選抜発表、１１日、一般選抜入試、１３日、卒業式、１６

日から１９日が１・２年三者懇談、１９日、一般選抜発表、２４日、

修了式となっております。 

報告は以上となります。 
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第２・報告第１０号「町立各学校行

事について」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・報告第１１号「令和８年度町立小中学校の入学式につ

いて」を議題と致します。事務局担当者より趣旨説明をしてください。 

 

議案書の２３ページお願い致します。 

令和８年度町立小中学校の入学式につきましてご説明いたします。 

忠岡中学校は、４月６日(月)午前９時３０分からでございます。出席

者は町長・教育長・教育委員全員・教育部長でお願いいたします。告

辞は教育長、祝辞は町長となっております。 

小学校２校は、４月７日(火)午前１０時００分からの同日となってお

りますので分けてご出席をお願いいたします。 

忠岡小学校の出席者は、教育長・竹林委員・德田委員・教育部長でお

願いいたします。告辞は德田委員、祝辞は教育長でお願いいたします。 

東忠岡小学校の出席者は、町長、新田職務代理・谷野委員でお願いい

たします。告辞は新田職務代理、祝辞は町長でお願いいたします。 

連日での出席を依頼させていただき大変申し訳ございませんがよろ

しくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第３・報告第１１号「令和８年度町

立小中学校の入学式について」を報告どおり承認することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 
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大塚教育長 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第４・報告第１２号「令和８年度忠岡町一般会計補正予算（教

育関係）について」を議題と致します。事務局担当者より趣旨説明を

してください。 

 

議案書２７ページをご覧ください。令和８年度の教育関係予算の概要

について、ご報告いたします。 

歳入でいいますと、大きなところでは、小学校の給食費負担軽減交付

金や校内教育支援センター支援員配置事業補助金、地域クラブ活動体

制整備等事業補助金等の増はありますが、令和７年度の GIGA スクー

ル用端末の購入に係る補助金である教育費府支出金や小中学校の整

備事業債や、東区ふれあい公園整備工事に係る町民運動場等整備事業

債である教育債の減により予算が対前年度と比べ減少しております。 

歳出でいいますと、大きなところでは、新規事業として小学校の給食

費負担軽減による公立小学校の給食費無償化及び私立小学校等の給

食費の全額負担や一部負担を行う学校給食費無償化等事業や、日常的

に不登校傾向にある児童生徒に対して学習支援を行うとともに、学校

内で安心して学習することや、相談支援を受けることができる環境を

構築するための校内教育支援センター支援員配置事業、部活動におけ

る教員の負担が増大しているため、部活動を持続可能な形に再構築

し、専門的な知識を持つ指導者を配置し、生徒が質の高い指導を受け、

技術や意欲を高められる環境整備のための部活動指導員配置事業、学

校施設等は児童生徒が 1日の大半を過ごす場であり、適切な照度の確

保により、児童生徒の学習環境の質を高めるとともに、不点灯による

教育活動への支障を未然に防ぎ、二酸化炭素排出量削減による環境保

護を図るために小中学校等施設の照明 LED化事業を令和８年度事業と

して盛り込んでおります。また、既存事業として、令和７年度は小学

生のみということで縮小しておりました「あすなろ事業」を小学生及

び中学生に拡充したり、機器更新や修繕関係では、小中学校の学習用

サーバーの更改や、学校給食調理業務の更新、文化会館漏水改修工事

設計業務委託、スポーツセンター可動屋根ガラス取替工事などによる

増額がありますが、令和７年度事業の GIGA スクール用端末購入費と

東区ふれあい公園整備工事が完了したことにより予算が対前年度比

より減少しております。 

また、例年であれば新年度予算の報告については４月に行っておりま

したが、次の報告第１３号の中で中学校給食費無償化等に係る補正予
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算の報告もありますので、今回は３月の定例会で報告させていただい

ております。 

説明は以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第４・報告第１２号「令和８年度忠

岡町一般会計補正予算（教育関係）について」を報告どおり承認する

ことにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第５・報告第１３号「令和８年第１回忠岡町議会定例会議案

教育委員会関係事項について」を議題と致します。事務局担当者より

趣旨説明をしてください。 

 

報告第１３号 令和８年第１回忠岡町議会定例会議案教育委員会関

係事項について、ご説明させていただきます。 

まず、案件１、令和７年度忠岡町一般会計補正予算（第１２号）につ

いて、議案書の３２ページをお願いします。 

令和７年度事業を令和８年度に繰り越すためのもので、表の下２行を

ご覧ください。 

小学校費及び中学校費におきまして、屋内運動場空調設備設置事業を

繰り越しております。これは、令和７年度内での工事完了を見込むこ

とができないため、翌年度に繰り越しを行い令和８年度中に町立小中

学校３校の体育館に空調設備を設置するものです。 

続きまして、案件２、令和８年度忠岡町一般会計補正予算（第１号）

について、議案書の３４ページをお願いします。 

歳入ですが、上段の表をご覧ください。第１４款、国庫支出金、第２

項、国庫補助金、第９目、教育費国庫補助金で補正額９万７千円の減

額は、中学校の特別支援教育就学奨励費補助金です。これは町立中学

校の給食費を無償とすることによる減額でございます。 

下段の表をお願いします。第２０款、諸収入、第４項、雑入、第１目、

雑入で補正額５２７万７千円は、中学校生徒給食費（要保護分）負担
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大塚教育長 

 

金及び中学校教員等給食費負担金です。これも町立中学校給食費の無

償化によるもので、給食費に係る支出作業を町で行うため町立中学校

に勤務し給食を喫食している教員及び調理員等の給食代として計上

しているものとなります。 

３５ページをお願いします。 

歳出です。下段の表をお願いします。第１０款、教育費、第２項、小

学校費、第３目、学校給食費で財源更生です。これは、令和８年度当

初予算において国の給食負担軽減交付金では町立小学校の給食費を

無償化することはできませんので、不足部分を一般財源で予算化して

おりましたが、その一般財源化した不足部分について、国の物価高騰

重点支援地方創生臨時交付金を充当するための財源更正になります。 

３６ページをお願いします。 

第３項 中学校費、第２目、教育振興費で補正額５５８万３千円の減額

は、要保護及び準要保護生徒就学援助費並びに特別支援教育就学奨励

費の中の給食費です。これは、町立中学校の給食費が無償化となるた

め減額するものです。 

第３目、学校給食費、第１０節、需用費で補正額２千６６１万７千円

の増額は、学校給食材料費です。これは、町立中学校の給食費を無償

化とするため増額するものです。 

また、第１８節、負担金補助及び交付金で補正額４０８万２千円の増

額は、学校給食費支援補助金です。これは、町立中学校の給食費が無

償化するにあたり、学校給食の提供を受ける者の保護者との公平性を

図るため、食物アレルギーや長期欠席等で給食を喫食できない生徒に

対する給食費相当額の補助や、私立中学校に通っている生徒の給食費

の全額又は一部負担を行うものです。 

当初予算と合わせまして、町立小中学校の給食費が無償化となり、私

立小中学校等に通っている児童生徒の給食費については、町立小中学

校に通っている同学年の児童生徒の給食費相当分について補助する

こととしております。 

なお、令和８年度予算における小中学校給食費無償化関係につきまし

ては、国補助金を充当して実施しておりますので、令和９年度以降に

ついては、毎年度、町議会等において協議していくことになります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 
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大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第５・報告第１３号「令和８年第１

回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係事項について」を報告どおり

承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。次

に日程第６・報告第１４号「忠岡町子ども読書活動推進計画策定委員

会からの答申について」を議題と致します。事務局担当者より趣旨説

明をしてください。 

 

議案書の３９ページをお願いします。 

忠岡町子ども読書活動推進計画策定委員会からの答申についてご説

明します。 

本件は、令和７年８月４日に「第２次忠岡町子ども読書活動推進計画

策定委員会」へ諮問し、第２次忠岡町子ども読書活動推進計画の策定

について、調査、審議を行い、計画策定し教育委員会に報告するよう

に申し入れを行っていたことに対する答申が、令和８年３月５日に行

われたものでございます。 

当該委員会におきまして、国の「子どもの読書活動の推進に関する法

律」および関連計画の趣旨を踏まえるとともに、忠岡町総合計画、忠

岡町教育大綱及び忠岡町教育基本方針との整合を図りながら、第１次

忠岡町子ども読書活動推進計画の取組と成果の検証、ならびに社会情

勢の変化や町内関係機関の現状を踏まえた検討が行われ、その結果、

別添でお手元に配布しております「第２次忠岡町子ども読書活動推進

計画」が取りまとめられました。計画期間については２０２６年４月

１日から２０３１年３月 31 日までの５カ年度とする計画で、計画の

推進にあたっては、図書館、学校、就学前施設、児童館、子育て支援

関係機関等が相互に連携し、計画の趣旨が各現場に十分に共有される

とともに、成果指標に基づく進行管理と検証・改善を継続的に行われ

ることが盛り込まれた計画となっております。 

忠岡町教育委員会としましては、策定委員会から答申のあった「第２

次忠岡町子ども読書活動推進計画」により、子どもの読書活動の推進

を引き続き行ってまいります。 

また、本日の委員会終了後に町ホームページに本計画を掲載させて頂
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大塚教育長 

 

新田職務代理 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

新田職務代理 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きますので、併せて報告させて頂きます。 

説明は以上となります。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

今の読書活動の現状として、図書館から学校への出張貸し出しは行っ

ているのですか。 

 

当初に比べて貸出冊数は減っているのですが、図書館から小学校に本

の出張貸し出しは行っております。また、この読書計画を機に、出張

図書の回数を増やし、本にふれ合う機会を増やすことを検討しており

ます。 

 

約１０年で、貸出冊数が半減しているので頑張ってもらいたいです。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第６・報告第１４号「忠岡町子ども

読書活動推進計画策定委員会からの答申について」を報告どおり承認

することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。次

に日程第７・議案第５号「令和８年度忠岡町教育基本方針について」

を議題と致します。事務局担当者より趣旨説明をしてください。 

 

忠岡町教育基本方針、令和８年度学校における指導の指針案につい

て、ご説明をさせていただきます。議案第５号資料、忠岡町教育基本

方針案をお願いいたします。こちらは、大阪府教育委員会の市町村教

育委員会に対する指導・助言事項を踏まえて、毎年、学校に対して、

町教育委員会が示している指導の指針でございます。 

この基本方針は、忠岡町教育大綱をもとに、忠岡町の教育について、

子どもに付けたい力をかかげ、４つの大きな柱で構成されておりま

す。 

昨年度から新たに追加・変更した部分でございますが、忠岡町教育大

綱については、１２月の定例会にてご報告しました改訂版となり、は
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じめにの冒頭にてその旨を記載しております。 

本文の５ページをお願いいたします。（14）（16）におきまして、生成

AI の普及に伴う適切な場面での利活用に関して追記しております。

（15）大阪府における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた１人

１台端末を活用した学びの姿の文言を追記しております。（17）大阪府

子ども読書活動推進計画を第５次に変更しております。 

以上が新たな追加等でございます。それ以外は、文言等、府教育委員

会の指導・助言事項にあわせて若干、修正しております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第７・議案第５号「令和８年度忠岡

町教育基本方針について」を原案のとおり決定することにご異議ござ

いませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

次に日程第８・議案第６号「令和８年度中学生チャレンジテストへの

参加について」を議題と致します。事務局担当者より趣旨説明をして

ください。 

 

本議案は、府内における生徒の学力を把握・分析することにより、大

阪の生徒の課題の改善に向けた教育施策及び教育の成果と課題を検

証し、その改善を図る等を目的として実施する中学生チャレンジテス

トの来年度の実施について、本町の参加の承認を得るものでございま

す。 

議案第６号資料、令和８年度中学生チャレンジテスト実施要領をお願

いいたします。調査の概要について説明いたします。 

次年度、実施予定のチャレンジテストにつきましては、第３学年が令

和８年９月２日、水曜日に、中学校第１学年と第２学年が来年の１月

１３日、水曜日に実施されます。なお、アンケートは、第１学年・第

２学年は令和９年１月１３日水曜日から１月２０日水曜日、第３学年

は令和８年９月２日水曜日から９月９日水曜日が実施期間となりま
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大塚教育長 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

 

大塚教育長 

 

 

 

 

 

伊藤課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

実施教科につきましては、第１学年では国語・数学・英語の３教科、

第２学年及び第３学年では、国語・社会・数学・理科・英語の５教科

が実施されます。 

本調査に参加し、その結果を活用して生徒の学力を把握し、本町の中

学校の学力向上につながるよう、取り組みの成果と課題を検証し、今

後の授業改善につなげたいと考えております。 

つきましては、来年度実施予定の中学生チャレンジテストへの参加に

ついてご承認いただきますよう、ご審議の程、よろしくお願いいたし

ます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

ご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第８・議案第６号「令和８年度中学

生チャレンジテストへの参加について」を原案のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。 

以上で、本日提出されました議案はすべて終了致しました。 

続きまして、その他に入ります。 

「忠岡町教育委員会後援名義の使用申請について」の報告をお願いい

たします。 

 

お手元に別で配布しております、右肩上に、その他と記載しておりま

す「忠岡町教育委員会後援名義の使用等申請書」をご覧ください。 

今月は、申請が４件ございます。 

１件目は、団体名、泉佐野市で、事業名、e スポーツゲームクリエイ

ターアカデミー２０２６春でございます。 

ページをめくっていただき、２件目は、団体名、大阪学童保育連絡協

議会で、事業名、第５７回大阪学童保育研究集会でございます。 

ページをめくっていただき、３件目は、団体名、泉州市民バンドフェ

スティバル実行委員会で、事業名、泉州市民バンドフェスティバル２

０２６でございます。 
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大塚教育長 

ページをめくっていただき、４件目は、団体名、忠岡町ソフトテニス

スポーツ少年団で、事業名、２０２６ＮＰＯ法人忠岡町庭球連盟杯春

季中学生ソフトテニス大会でございます。 

報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

ご質疑はございますか。 

ご質疑がないようですので、その他についての報告は以上です。 

これをもちまして、令和８年第３回忠岡町教育委員会定例会を閉会い

たします。 

 

傍聴者は、ご退室をお願いいたします。 

 

以下の内容を報告して終了。 

 

１．令和８年第４回教育委員会定例会議の日程について 

 

議決事項 

 議案第５号 令和８年度忠岡町教育基本方針について 

議案第６号 令和８年度中学生チャレンジテストへの参加につい 

      て 

 

 


